
川崎市立川崎病院がん診療推進委員会設置要綱  

 

 

 

（目的）  

第１条  この要綱は川崎市立川崎病院がん診療推進委員会（以下「委員

会」という。）の設置、運営等に関して、必要な事項を定める。  

（設置）  

第２条  川崎市立川崎病院（以下「当院」という。）のがん診療に関す

る診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、がん

患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を共有すること

により、改善策を講じるとともに、当院における、神奈川県がん診療

連携指定病院としての指定要件の充足状況の確認、及びその維持と

発展のため、委員会を設置する。  

（所掌事務等）  

第３条  委員会は、当院における次の事項を所掌する。  

（１）がん診療に関する診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や

活動状況の他、がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課

題認識を共有することにより、改善策を講じること。  

（２）神奈川県がん診療連携指定病院の指定要件の充足状況の確認、発

展に関すること。  

（３）神奈川県がん診療連携協議会および部会（相談支援部会、緩和ケ

ア部会、院内がん登録部会、地域連携クリティカルパス部会、がん

薬物療法部会）に関すること。  

（４）その他、委員会が必要と認めた当院のがん診療の推進に関するこ
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と。  

（組織）  

第４条  委員会は委員長、副委員長、アドバイザー及び委員（以下「委

員長等」という。）をもって組織する。  

２  委員長及び副委員長、アドバイザーは、病院長が任命する。  

３  委員は委員長の指名に基づき、病院長が任命する。  

４  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

５  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けた

ときは、その職務を代理する。  

（委員長等の任期）  

第５条  委員長等の任期は、任命された日から１年間とする。ただし、

後任の委員長等が任命されるまでの間は、引き続き委員長等として

の職務を遂行する。  

２  補欠の委員長等の任期は、前任者の残任期間とする。  

３  委員長等の再任は、妨げない。  

（会議）  

第６条  委員会は委員長が招集する。  

２  委員会は、原則として３か月に１回とし、必要に応じて随時開催す

る。  

３  委員会は、委員長等の過半数の出席をもって成立する。  

４  委員会の議事は、出席委員長等の総意をもって決するものとする。 

（関係者の出席）  

第７条  委員会において必要があると認めるときは、委員長は関係者

の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。  

 



（部会等の設置）  

第８条  委員会には、必要な事項を調査検討等するため、次の部会等を

設置する。  

（１）  がん患者会サポート部会  

２  部会等は部会長及び部会員で構成し、部会長及び部会員は、委員長

の指名に基づき、病院長が任命する。  

３  部会は、必要に応じて部会長が召集する。  

４  部会等で調査検討等した事項は、必要に応じて委員会に報告する。 

５  委員会において必要があるときは、委員長は部会等の関係者の出

席を求め、その意見又は説明を求めることができる。  

（小委員会等の設置）  

第９条  委員会には、必要な事項を調査検討等するため、小委員会等を

設置することができる。  

２  小委員会等の構成員は、委員の中から委員長が指名する。  

３  小委員会等は、必要に応じて委員長が招集する。  

４  小委員会等で調査検討等した事項は、委員会に報告する。  

５  小委員会等において必要があるときは、委員長は関係者の出席を

求め、その意見又は説明を求めることができる。  

（病院長からの指示等）  

第１０条  委員長は、病院長からの諮問事項等についての調査審議結

果を病院長に報告し、その指示等を仰ぐものとする。  

（庶務）  

第１１条  委員会の庶務は、患者総合サポートセンターにおいて処理

する。  

（その他）  



第１２条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な

事項は、委員長が委員会に諮って定める。  

 

附  則  

この要綱は、決裁の日から施行する。  

 

附  則（令和２年４月１日２川病庶第１１７０号）  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 

附  則（令和３年１１月５日３川病患第４２号）  

この要綱は、令和３年１１月５日から施行する。  

 

 


